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加入者数の推移（平均）

可児市福祉部国保年金課

　将来にわたり国民健康保険制度の安定的な財政運営を維持していくために、税率
等を見直します。
　加入者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

○令和7年度 保険税率表

可児市国民健康保険（令和7年4月1日現在）
　　加入世帯数　　　　11, 438世帯
　　加入被保険者数　　17, 040人

 所得割額 7.08% (7.51%)
 均等割額(一人につき) 28,300円 (32,238円)
 平等割額(一世帯につき) 20,500円 (22,000円)
 【賦課限度額】 660,000円
 所得割額 2.50% (2.90%)
 均等割額(一人につき) 11,000円 (12,284円)
 平等割額(一世帯につき) 7,500円 (8,383円)
 【賦課限度額】 260,000円
 所得割額 1.74% (2.23%)
 均等割額(一人につき) 11,000円 (11,419円)
 平等割額(一世帯につき) 6,200円 (5,823円)
 【賦課限度額】 170,000円

➡ 裏面へ
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【参考】岐阜県が示す、可児市の
　　　令和7年度　標準保険税率

・岐阜県が示す標準保険税率（国保財政運営のために本来必要な保険税の目安）を
　参考に、保険税率を改正しました。
・法令の改正に伴い、賦課限度額を引き上げました。

《改正の理由》
〇国保は、県と市町村の共同運営となっており、県が財
　政の責任主体として中心的な役割を担っています。今
　後、保険税率の県内統一が見込まれ、各市町村に毎年
　度標準税率が示されています。これに向けて、可児市
　の保険税率を段階的に合わせていく必要があります。
〇加入者数の減少や高齢化、医療の高度化による医療費
　の上昇傾向により、国保の財政状況が厳しくなってい
　ます。これまで国保の基金（貯金）を取り崩しながら
　税率の上昇を抑制してきましたが、今後はさらに厳し
　い財政状況が予想されます。

【年度別　市の加入者数と医療費の推移】



 1. 国民健康保険税の算定方法
　・国民健康保険税（以下「保険税」）は下表の税率等により、世帯ごとに算定します。
　・年度の途中で加入・脱退等された場合は月割で再計算します。

 2. 所得の申告等について
　・世帯の前年中の所得に応じて、保険税額（所得割額）を決定します。
　・次に該当する方は所得の申告をお願いします。
　　①無収入の方　②非課税所得（遺族・障害年金、失業手当、傷病手当等）のみの方　など
　　※すでに所得申告（確定申告・市県民税申告）済みの方や、勤務先・日本年金機構等
　　　から源泉徴収票を受け取っている方は不要です。

 3. 令和7年1月2日以降に可児市へ転入された方等へ
　・今回お届けした納税通知書の所得割額は算定されていない場合があります。
　・前年中の所得額が確定した翌月に再計算し、変更後の保険税額について改めて納税通
　　知書をお届けします。
　・改めて納税通知書が届くまでの間は、今回お届けした保険税額で納付をお願いします。

 4. 保険税の納め方
（1）普通徴収： 納付書 または 口座振替 による納付
　・６月～翌年３月の10回にわけての納付または一括納付となります。
（2）特別徴収： 年金からの天引き による納付
　・次の全てに該当する方（※）は、世帯主の公的年金から保険税を天引き（特別徴収）します。
　　※対象となる方は、納税通知書の「特別徴収（年金天引）」の欄に金額を記載しています。

　　　① 世帯主が国保加入者である
　　　② 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である
　　　③ 世帯主が年額18万円以上の年金を受け取っている
　　　④ 世帯主の介護保険料が年金天引きされている
　　　⑤ 国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の1/2以下である。

　　※年金天引きが開始（または再開）になる方の納付方法は、今年度の前半（6月～9月）
　　　は普通徴収、後半（10月・12月・2月）は年金天引きになります。
　・④及び⑤の判定は、7月中旬に行います。判定の結果該当しない方は、年金天引きを中
　　止し、普通徴収に変更します（8月中旬に改めて納税通知書をお届けします）。
　・年度途中に保険税が変更になる方は、次のとおり納付方法を変更します。
　　減額の場合：年金天引きを中止し、普通徴収に変更します。
　　増額の場合：年金天引きは継続し、増額分は普通徴収となります。

　　※年金天引きをやめて、口座振替による納付を希望される場合は、市役所国保年金課
　　　にお問い合わせください。
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